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題名

写真１

担当部所

振興方向

　伊達農業普及所

　１　東日本大震災及び原子力災害からの復興の加速化

「あんぽ柿１００周年記念式典」が開催されました！

写真１　

写真２　

祝辞を述べられる内堀雅雄県知事

100年の歩みを振り返って

写真２

写

真

タ

イ

ト

ル

写

真

　令和４年12 月６日（火）、伊達地方特産のあんぽ柿の誕生100周年を祝う記

念式典が、産地や市場、行政関係者約120人の出席のもと福島市飯坂町で行われ

ました。

　「あんぽ柿」は、現伊達市梁川町五十沢地区が発祥の地で、大正11年に硫黄

燻蒸技術が確立され、翌年に「五十沢あんぽ柿出荷組合」が発足し、共同販売

が始まりました。

　しかし、平成23年に東京電力福島第1原子力発電所の事故により加工自粛とな

り、出荷ができない年が２年間続きました。その後、樹体の除染や全量非破壊

検査体制が整ったことなどから、出荷が再開され、現在の出荷量は事故前の水

準に戻りつつあります。

　記念式典では、生産部会の佐藤孝一部会長、ＪＡふくしま未来の三津間一八

専務のあいさつに始まり、内堀雅雄知事、管野啓二ＪＡ福島五連会長らの祝辞

に続き、100年の歩みの紹介、「伊達のあんぽ柿」ＰＲと産地の未来図と題して

トークセッションが行われました。

　出席者は、100年にわたるあんぽ柿の歴史を振り返るとともに、さらなる魅力

発信と消費拡大、国内外への安定出荷のため生産基盤の維持・発展を図ること

を確認し、決意をあらたにしました。

本
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題名

写真１

担当部所

振興方向

　農業振興普及部

　２　農林業の持続的な発展を支える担い手の確保・育成と生産基盤の強化

令和４年度フレッシュ農業講座の開催

写真１　

写真２　

水稲・大豆生産施設見学

トルコギキョウ生産者ほ場見学

　令和４年９月８日（木）、当所主催による「令和４年度フレッシュ農業講座」

に、福島県立福島明成高等学校生物生産科２年生６２名と引率教員８名が参加し

ました。

　この講座は、農業高校の生徒の就農意欲向上のため毎年開催しているもので、

今年度は生徒の専攻ごとに４つのコースに分かれて現地見学を行いました。

　野菜･果樹コースは、環境制御技術を活用してきゅうり生産を行う生産者、草花

コースが山木屋でトルコギキョウ栽培を行う生産者、水田･畑作コースが水稲･大

豆栽培を行い農産加工品の製造･販売を行う生産者、畜産コースが酪農を行う生産

法人を見学しました。

　参加した生徒は生産者の説明を熱心に聴き、講座後のアンケートでは様々な工

夫をして栽培していることや初めて見る技術・設備等があり、見学先に興味を

持ったと回答した生徒が８割以上、講座を通して農業に対する関心が深まったと

回答した生徒が８割となりました。

　当所では、今後も農業高校生の就農意欲向上にむけて支援していきます。
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題名

写真１

担当部所

振興方向

　安達農業普及所

　２　農林業の持続的な発展を支える担い手の確保・育成と生産基盤の強化

国際農友会安達支部が3年ぶりの研修会を開催

「トラクター無し、ロス無し、借金無しの農業経営」を学ぶ！

写真１　

写真２　

接ぎ木ロボットを説明する早福社長

あだたらの里直売所で販売されているそうふく園芸の寄せ植えの鉢

（ワゴンは社長の手作り）

写

真

写

真

タ

イ

ト

ル

　令和４年11月15日（火）、一般社団法人福島県国際農友会安達支部（以下、

「農友会安達支部」）が、今後の農業経営に活かすことを目的とした「相互訪問

研修会」を３年ぶりに開催しました。

　今回の研修会では、大玉村で模範的な取組をしている農友会安達支部会員の早

福晃氏が経営する株式会社あだたら高原そうふく園芸（以下、「そうふく園

芸」）を訪れ、情報交換を行うとともに、おおたま村づくり株式会社・あだたら

の里直売所（以下、「あだたらの里直売所」）を視察しました。

　そうふく園芸は、安達太良山の裾野約６haの敷地で、きゅうりの接木苗を中心

に苗生産を行っている法人です。接木ロボット11台で１日に約１万本のきゅうり

の接木苗を生産し、県内きゅうり苗の約１/３を供給して、福島県のきゅうり生産

を支えています。社長の早福晃氏は、昭和57年に農友会の研修事業でヨーロッパ

を訪問し、当時の厳しい欧州農業の様子から、未来の日本農業を見据え、いち早

く水稲中心から施設園芸中心の経営に転換しました。企業的経営を目標に取組

み、田畑を耕さないポット苗生産で「トラクター無し」、受注生産による「ロス

無し」、利益を施設機械等に投資還元する「借金無し」の農業経営を実現し成果

を上げています。

　あだたらの里直売所は、以前は村直営の直売所でしたが、村民の出資で設立さ

れた「おおたま村づくり株式会社」が運営することで、行政直営では難しかった

仕入れ等の問題を解決し、柔軟でスピード感のある運営により順調に販売実績を

あげ、現在は大玉村の情報発信基地となっています。

　新型コロナウイルスの影響で３年ぶりの相互訪問研修会であったことから、農

友会安達支部会員は、交流を喜びあい情報交換を行うとともに、先進的な取組に

関すること、労力の確保、労務管理や施設機械の使い方など活発な質疑応答が行

われていました。

　当普及所では、今後も農友会安達支部の円滑な活動のため、運営を支援してい

きます。

本

文

    写真２
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題名

写真３

担当部所

振興方向

　農村整備部

　２　農林業の持続的な発展を支える担い手の確保・育成と生産基盤の強化

令和4年「防災重点農業用ため池」の安全性調査の実施

写真１　

写真２　

笠松池での調査（川俣町）

笠松池での調査（川俣町）

松沢上池での調査（川俣町）

松沢上池での調査（川俣町）

写真３　

写真４　

写

真

写

真

タ

イ

ト

ル

　令和４年11月から防災・減災対策の推進を図るため、「防災重点農業用ため

池」の安全性調査を行っています。

　「防災重点農業用ため池」とは、決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設が

存在し、人的被害を与える恐れのある農業用ため池として指定されているため池

です。

　安全性調査は、令和２年10月から施行された「防災重点農業用ため池に係る防

災工事等の推進に関する特別措置法」により、防災工事等の集中的かつ計画的な

推進を図ることを目的として実施しています。

　当所では、ため池の管理者である市町村と連携し、ハザードマップの作成や地

震耐性の検証、劣化状況及び豪雨耐性の評価に取り組み、本年度は川俣町の10箇

所のため池について調査を実施しています。

　今後、残るため池についても計画的に調査を推進し、防災工事の優先着工順位

等について、施設管理者である市町村と協議を進め、持続的な農業経営実現のた

め生産基盤の整備、農村の安全・安心の確保に取り組んでいきます。

本

文

写真１ 写真２

写真４

4



題名

写真１ 写真２

写真３ 写真４

担当部所

振興方向

　農村整備部

　２　農林業の持続的な発展を支える担い手の確保・育成と生産基盤の強化

頭首工の緊急点検を実施

写真１　

写真２　

取水樋門の点検（福島市須川堰）

取水口の点検（二本松市吉倉新堀頭首工）

堰体の点検（二本松市油井川頭首工）

取水ゲートの点検（二本松市油井川頭首工）

写真３　

写真４　

　令和４年11月、防災・減災対策を推進するため、頭首工の緊急点検を行いまし

た。

　令和４年５月に、愛知県豊田市の明治用水頭首工で発生した漏水事故は、上水

道・工業用水と農業用水の取水に大きな支障をもたらしました。

　この事故を受けて当所も、６月に管内の基幹的頭首工の緊急点検を実施しまし

たが、既にかんがい用の取水がはじまっていたため、外観等の点検のみを実施し

ました。

　また、かんがい取水が終了した今回の点検では、６月に水面下となっていた箇

所やパイピング（堰体の安定に影響を及ぼすおそれのある下部地盤からの浸透

水）の有無等を、施設管理者の市町村や土地改良区、当所の職員で詳細な点検を

行いました。

　当所では、施設管理者と合同で点検を行うことで日頃から連携を深め、持続的

な農業経営実現のため生産基盤の整備、農村の安全・安心の確保に取り組んでい

きます。

本
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題名

写真１ 写真２

写真３ 写真４

担当部所

振興方向

　令和４年10月31日（月）、伊達市のみらいホール保原において、伊達地方農

業士会及び青年農業者組織ＤＡＴＥＣの共催による「明日の明るい伊達地方を語

る懇談会」が開催されました。

　同懇談会は隔年で開催され、今回は「『もうかる』『誇れる』共に創る伊達地

方の農業を考える」をテーマに、青年農業者が各々考える「もうかる」「誇れ

る」農業について発言し、出席者からの質疑応答や指導農業士や関係機関から助

言等を行う形でポジティブ思考の意見交換を行いました。

　青年農業者から、「単価やブランド力を上げることが地域の向上につながる」

「インターネットの活用が重要、スマホやタブレットは農機具」「機械の導入に

より労働時間を短縮」「A品率が向上し作業が楽に」「明確な目標を持ち、数字へ

意識を持つこと」「儲けは新たな設備投資へ」などの発言がありました。

　また、農業サポーターの、「派遣される各農家で作業のルールや休憩場所な

どの環境が異なるが一定のボーダーが必要」と、雇用される側からの意見には経

営者として認識を新たにするなど、それぞれの発言に対し活発な意見交換が行わ

れました。

　当普及所では、青年農業者が語った「もうかる」「誇れる」伊達地方の農業を

実現するため、引き続き指導農業士や関係機関とともに支援していきます。

本

文

写

真
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イ

ト
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写

真

　伊達農業普及所

　２　農林業の持続的な発展を支える担い手の確保・育成と生産基盤の強化

「明日の明るい伊達地方を語る懇談会」の開催

写真１　

写真２　

開会のあいさつ（伊達地方農業士会会長）

フリマアプリでの取組みを説明する青年農業者

ブランド化について討議する青年農業者

ＤＡＴＥＣ会員にエールを送る指導農業士

写真３　

写真４　

6



題名

写真１

担当部所

振興方向

　企画部

　３　安全で魅力的な農林産物の安定供給と販売促進

「おいしい　あだち　いただきます！スタンプラリー」抽選会

写真１　

写真２　

抽選会に挑む３名

賞品の安達地方の6次化商品等

写

真

　令和４年７月16日（土）から８月28日（日）まで、「アグリビジネス・ネット

ワークあだち」を構成する安達地方の直売所８店舗で「おいしい　あだち　いた

だきます！スタンプラリー」を開催しました。スタンプラリーに応募した方に

は、県内はもちろん、東京都など県外からの参加もあるなど、安達地方の農林産

物のＰＲと消費拡大が図られました。

　令和４年10月５日（水）に、二本松市の二本松合同庁舎で当選者の抽選会を開

催し、126通の応募の中から当選者を決定しました。

　抽選会では、当所の家久来所長、安達農業普及所の奥谷所長とアグリビジネ

ス・ネットワークあだちの矢吹会長が、全直売所のスタンプを集めると応募でき

る「コンプリート賞」３名と、４店舗以上のスタンプを集めると応募できる「参

加賞」30名を厳正に抽選し、当選者を決定しました。

　コンプリート賞当選者には「安達地方の６次化商品詰め合わせ（5,000円相

当）、参加賞当選者には「安達地方産福島県オリジナル水稲品種「福､笑い」令和

４年産新米２合」を贈りました。

　スタンプラリーに多数の御参加をいただき、ありがとうございました。

　当所では、今後も県産農林水産物の販売促進と消費拡大を支援していきます。

本

文

写真２
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題名

写真１ 写真２

担当部所

振興方向

写

真

　なし黒星病の発生を低減するため、令和４年10月28日（月）の「福島県農業総

合センター技術移転セミナー『なし黒星病に対する落葉処理方法のポイント』」

と、11月１日（火）と８日（火）の『なし黒星病対策のための落葉処理実演会』

で、なし生産における黒星病対策資料の配付と落葉処理の実施を呼びかけまし

た。

　黒星病は、葉、新梢、果実などで発病し、落葉や芽の鱗片で冬を越します。そ

の越冬菌が翌年の発生源となり、黒星病の発生が繰り返されます。

　令和元年と２年は、前年秋期や梅雨時期の多雨など感染しやすい気候であった

ため、病気が広域的に発生しました。このため、今まで実施していた定期的な薬

剤散布や病気にかかった部位の除去に加え、更なる防除の強化が求められまし

た。

　そこで、当所では平成30年から、JAふくしま未来や果樹研究所と連携して「落

葉処理実演会」などで落葉処理の実施を広く呼びかけています。落葉処理は、①

発生源の１つである落葉を乗用草刈機などで500円玉以下の大きさに粉砕する、

②収集した落葉を園地外へ持ち出して菌の越冬場所をなくすことで、次年度の菌

発生を低減する技術です。なし生産者から「実施したことで黒星病の発生が減っ

た」との意見があり、処理の効果に手ごたえを感じています。

　今後も、当所では県北地方のなしの安定生産のため、引き続き落葉処理の実施

を呼びかけていきます。
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落葉処理によるなし黒星病の発生低減

写真１　

写真２　

県北地方における落葉処理実施状況の説明

処理した落葉を確認する出席者
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